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一般消費者への勧誘・訪問事例について 

 

平素は協会運営に格別のご高配を賜り深く御礼申し上げます。 

松山市内の一般消費者宅に「プロパンガス協会」などと名乗る人物から、『料金が安くな

る』、『ボンベの点検に伺う』という内容の電話がかかってきているようです。「協会」とつい

ているため、事務局にも消費者から問い合わせの連絡が入っております。今のところ詐欺

等の被害に遭われた方はいらっしゃいませんが、今後、対象範囲が県内に広がる可能性

もございますので、消費者への注意喚起をお願いいたします。併せて、消費者から問い

合わせがございましたら、事務局までご報告くださいますようお願いいたします。 

 

なお、事務局（相談所含む）では、消費者へ次のとおり説明しております。 

⚫ 愛媛県ＬＰガス協会はガスの販売、点検業務を行っていない 

⚫ 愛媛県ＬＰガス協会から消費者へ直接連絡をしたり訪問したりすることはない 

⚫ 法律で定められた点検を行う場合は、予めお約束をしたうえで訪問する 

⚫ 点検は、契約販売店もしくは販売店が委託している保安機関が行う 

⚫ 料金が安くなるという勧誘については、契約期間や解約時の留意点など、内容をよ

く確認して判断してほしい 

⚫ 怪しいと思ったらその場で対応せず、契約販売店や警察に連絡してほしい 

 

徳島県内では今年の６月頃から数か月間、同内容の

電話と訪問が複数確認され、訪問勧誘については長時

間居座るケースもございました。 

集中監視や自動引落の導入等により消費先への訪

問機会が減っているとは存じますが、特に高齢の消費

者に対してはご対応いただくことでトラブルを未然に防

げる可能性が高くなります。以前、相談所で作成しまし

た注意喚起チラシのデータを弊会ＨＰにて再掲しますの

で、必要に応じてご利用ください。 


